
介護職員の賃金① (常勤労働者)

○ 勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、①常勤労働者については、介護分野の平均
賃金の水準は産業計の平均賃金と比較して低い傾向にあり、②常勤労働者である介護職員の平均賃金は、医療福祉分
野における他の職種の平均賃金と比較して低い傾向にある。

○ 女性の介護職員については、産業計や福祉 0介護翁野全体との差が、それほど大き<はない。
○ なお、介護職員は、産業計と比較すると、勤続年数が短い (半分弱)。

常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金

男女計 男性 女性

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

きまって支給す

る現金給与額

(千円)

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

きまつて支給す

る現金給与額

(千 円)

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

きまって支給す

る現金給与額

(千 円)

産

業

別

産業計 41.1
”
十 3181 673 :     420 ０

０ 1        3546 327 394 2432

医療業 390 ０
０ 3322 253 397 ０

０ 4556 747 Ｏ
Ｏ

０
０

う
０

（
υ

０
０ 2905

社会保険・社会福祉・介護事業 2386 う
乙 388 2770 732 403 2245

サービス業 429 2707 670 1     446 89i   2967 330 396 218.0

職

種

別

医師 40.5 50 8778 7011  423 民
υ 9382 299 う

０
う
０ 735.8

看護師 363 ０
０ 317.1

|

353 3232 924 36.4 3166

准看護師 441 2762 377 2838 904 448 ０
０ 2754

理学療法士、作業療法士 299 （
υ

И
” 2740 489 ハ

υ
う
０ 39 :        2831 289 （

υ
′
叶 2654

保育士 33.8 217.6
（
υ

う
０ 2386 940 339 2162

ケアマネジャー 445 7.4 2604 209 '    383 7.0∫   2846 И
” 2540

ホームヘルパー 44.6 2025 160 378 34 2146 840 459 54 2002

福祉施設介護員 37.6 54 2139 ハ
υ

う
０ 336 う

０ 2315 394 И
■ 206.0

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」
注1)常勤労働者とは、賃金構造基本統計調査の一般労働者 (短時間労働者以外の労働者)をいう。

短時間労働者とは、1日 の所定労働時間が一般の労働者よりも短い労働者、又は、1日 の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

2)サービス業とは、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、職業紹介
it身

者派遣業が含まれる。
                123)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者を

4)きまって支給する現金給与額:労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によつて支給される現金給与額。基本給のほか、家族手当、超過労働手

当を含むが、賞与は含まない。なお、手取り額ではなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。



(参考) 中位数で比較した場合の介護職員 (常勤労働者)の賃金 (所定内給与)

○ 平均値の場合、一部の高い数値に誘導される可能性があるため、所定内給与について、中位数 (小さ
い数値から川頁に並べた場合に、中央に位置する値)で比較すると、平均値での比較に比べて、産業計や福祉・介護

分野計との差は縮まる。

○ 特に、女性の場合、産業計や福祉 0介護分野計との差は、大き<ない。

常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び所定内給与額 (平均値・中位数)

男性 女性

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

所定内給与額

(干円 )

構成比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤続年数

(年 )

所定内給与額

(千 円 )

平均値 中位数 平均値 中位数

産

業

別

産業計 673 42.O 128 326.8: 289.2 327 39.4 86 228.O 207.4

医療業 25.3 397 8_8 417_4 2954 747 38.8 8.○ 2639 2433

社会保険 。社会福祉・介護事業 268 38.8 71 ‖2648 232.9 73.2 40.3 6.7 215.1 199,7

サービス業 67.O 44.6 8.91 2717 246.6 33.○ 396 5,7 206.1 195.1

職

種

別

医 師 70.1 42.3 55 8590 779.9 29.9 36.1 3.8 678.9 591.8

蕎言隻8市 7.6 35.3 7.3 281.2 268.5 92.4 36.4 6_8 2813 269.8

准看護師 9.6 377 87 252.6 239.9 90.4 44.8 9.8 248.8 241.1

理学療法士、作業療法士 48.9 30.9 39 2746 262.5 51.1 289 40 257.8 249_7

保育士 6.○ 311 63 2302 207.1 94.○ 339 7.6 210.2 194.4

ケアマネジャー 20.9 383 7.○ 271.7 266.2 791 461 7.5 2454 237.7

ホームヘルパー 160 378 34・ 200.91 19331  84.○ 45.9 54 189_5 1831

福ネ止施設介護員 309i  336 5.3 2181'2C'66; 69.1 394 54 194.3 186.8

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」

注1)常 勤労働者とは、賃金構造基本統計調査の一般労働者 (短時間労働者以外の労働者)を いう。

短時間労働者とは、1日 の所定労働時間が一般の労働者よりも短い労働者、又は、¬日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。

2)サービス業とは、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業、政治・経済・文化団体、宗教、職業紹介・労働者派遣業が含まれる。

3)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。
4)所定内給与額 労働協約又は就業規則等によりあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月 分として支給された現在給与額(き まって支給する現金給与額)の うち、超過労働給与額(C)時 間外勤務手

当、̀2)深 夜勤務手当、C休 日出勤手当、C)宿 日直手当、16,交 代手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
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介護職員の賃金② (短時間労働者)

勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、短時間労働者である介護職員
の 1時間あたり所定内給与額は、産業計と同水準、又は、産業計より高い傾向にある。

短時間労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び1時間あたり平均所定内給与額

男女 計 男 性 女 性

平 均 年 齢

(デ霊甦)

勤続 年数

(`→三)

1時間あたり

所 定 内給与額

(円 )

構 成 比

(%)

平均年齢

(歳 )

勤 続 年 数

(年 )

1時 間 あた り

所 定 内給 与 額

(F月 )

構成比

(%)

平 均 年 齢

(鴨壼甦)

勤 続 年 数

(年)|

1時 間 あた り

所 定 内 給 与 額

(F日 )

産 業計 433 48 1.002 257 403 41 1,086 743 :     444 1           973

職

種

別

医 自市 444 51 11,498 766 454 11,630 234 403 11,064

理学 療 法 士 、作 業療 法 士 392 44 3.592 426 395 5,138 574 390 48 1        2,444

看 護 師 433 42 1,626 441 30 1,739 988 433 42 1,624

ケアマネジャー 497 44 1,405 446 42 1,472 924 501 44 1,400

准 看護 師 459 55 1,383 20 267 25 1.257 980 463 1,386

ホーム ヘル パ ー 51 9 48 1,271 434 35 1.294 905 523 49 1,270

幼 稚 園教 諭 421 1,033 530 135 1,715 982 419 52 1,021

保 育 士 444 49 1,024 17 433 987 983 444 49 1,025

福祉 施 設 介 護 員 483 971 500 30 994 903      481 969

機 械 組 立 工 492 110 953 221 554 152 1,234 779 474 873

百 貨 店 店 員 461 62 942 150 333 33 956 850 483 7 1          940

ビル清 掃 員 582 50 923 176 568 40 1,051 824 585 896

給 仕 従 事 者 332 30 912 239 254 19 934 761 :     356 33 905

調 理 士 388 40 909 452 273 24 928 54.8 | 48.3 54 :          893

パ ン・洋 生 菓 子 製 造 工 461 65 897 171 458 63 980 829 462 880

7-r\-lE+-.'yh- 369 862 157 249 20 841 843 i 3g2 42 865

ミシン縫 製 工 490 777 11 641 60 1.053 989 1     488 774

(資料出所)厚生労働省「平成21年賃金構造基本統計調査」

注¬)短時間労働者とは、¬日の所定労働時間が同一事業所の一般の労働者よりも短い労働者、又は、1日 の所定労働時間が同一事業所の一般の労働者と同じでも1週の所定労働日数が同一事業所の一般の労働者よりも
少ない労働者をいう。

2)福祉施設介護員は、児童福祉施設、身体障害者福祉施設、老人福祉施設その他の福祉施設において、介護の仕事に従事する者をいう。
b)1時間あたり所定内給与額 各労働者ごとに、所定内給与額を所定内実労働時間数で除したものである。円未満に端数がある場合は、円未満を四捨五入している。なお、所定内給与額とは、労働協約又は就業規則等に

よりあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって6月 分として支給された現在給与額 (き まつて支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額 (①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直
手当、⑤交代手当として支給される給与をいう。)を 差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。
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職種別の年収 (推計)∈ 1)

○  「賃金構造基本統計調査」より、常勤労働者の職種別の年収を推計し、男性の福祉施設介護員・ホームヘルパーと
同程度の収入の職種を抽出した上で、性別ごとに比較した。

○ 男性の場合、福祉施設介護員であれば通信機器組立工・給仕従事者と、ホームヘルバーであれば、理容・美容師や
タクシー運転者と同程度である。

○ 女性の場合、これらの職種よりも収入が高い傾向にある。

職種別の推計年収 (男 )
職種別の推計年収 (女 )

(万円 )
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資料出所 :「平成21年度賃金構造基本統計調査」
(注 1):常 勤労働者 (一般労働者)の年収は、「平成21年度賃金構造基本統計調査」における「きまつて支給する現金給与額」(平成21年 6月 )に¬2を乗じ、「年間賞与 そ

の他特別給与額」(平成20年 1年間)を加える形で推計した。                                            15
(注2):各職種名の下にある()の 中の数字は、勤続年数。           ｀
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賃金 (時間額)が800円 未満の労働者数の割合 (業種別)

賃金 (時間額)が800円 未満の労働者数の害」合について、主だった業種と比較 したところ、社会
保険・社会福祉・介護事業の業種は、衣服 。その他の繊維製品製造業や飲食料品小売業、一般飲食
店、宿泊業等と比べて低<なつている。

賃金 (時間額)が800円未満の労働者数の割合 (業種別)

就業形態計

業種
全体に占める割合

(%)

衣服 `その他の繊維製品製造業 43.6

飲食料品小売業 り
０

り
０

食料品製造業 22.6

一般飲食店 22.2

宿泊業 16.4

その他の小売業 15.3

その他の事業サービス業 12.7

各種商品小売業 И
”

り
ι

社会保険口社会福祉・介護事業 ７
′

広
υ

医療業 つ
０

●
０

一般労働者 (常勤労働者 )

業種
全体に占める割合

(%)

衣服・その他の繊維製品製造業 38.2

食料品製造業
公
υ

飲食料品小売業 15.4

道路旅客運送業 （
υ

う
０

一般飲食店 11.0

その他の事業サービス業 ０
乙

７
′

電子部品ロデバイス製造業 ｎ
υ

民
υ

道路貨物運送業 公
Ｕ

う
０

社会保険=社会福祉口介護事業 り
０

つ
０

医療業 ０
こ

の
乙

短時間労働者

業種
全体に占める割合

(%)

洗濯・理容・美容・浴場業 41,3

飲食料品小売業 ｎ
υ

０
０

●
０

飲食料品卸売業 37.8

食料品製造業 37.4

宿泊業 34.4

一般飲食店 つ
′

民
Ｊ

Ｏ
乙

その他の事業サービス業 24.4

その他の小売業 22.9

各種商品小売業 公
Ｕ

「
′

社会保険口社会福祉`介護事業
Ｏ
υ

※「「中小企業における最低賃金の引上げの円滑な実施のための調査等事業」に係る説明・意見聴取会 (社会保険・社会福祉・介護事業)」 (H22.6.16)に おいて

提出された資料 (厚生労働省「平成20年賃金構造基本統計調査」の個票から、独立行政法人労働政策研究・研修機構において独自に集計を行つたもの。)を

厚生労働省老健局において再構成したもの。
※賃金構造基本統計調査は事業所規模5人以上を対象としており、対象労働者数は約2,900万人

(最低賃金が適用となる労働者数は約5,000万 人)
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各介護サービスにおける介護職員の給与

(千 円 )

介護サービス施設・事業所における介護福祉士の

常勤換算1人 当たり給与 (賞与等を含む)

介護サービス施設・事業所における介護職員の

常勤換算1人当たり給与 (賞与等を含む)(千 円 )

400
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50
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(資料出所)厚生労働省「平成20年介護事業経営実態調査」

注¬)介護職員には、介護福祉士は含まれない。

注2)特定施設入所者生活介護には、特定施設以外の有料老人ホームが含まれる。
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法人種類別の給与 推定組織率の状況等

○ 社会福祉法人に<らべ、営利法人の介護職員の給与は低<なっている。
○ 営利法人・NPO等 は、処遇改善交付金の申請率が全国平均よりも低<なつている。
○ 介護関係事業の推定組織率は、全産業と比べて低<なっている。

O給与比較

①介護福祉士

馘蛛鷺
グルニプ|

rホ
=ム

27.5 29.3 30.4 30.2 29.2

25.2 27.3 25.5 25.0 27.5

②介護職員(介護福祉士以外) (単位 :万 円 )

※常勤、賞与等を含む

資料出所 :平成20年介護事業所経営実態調査

○介護職員処遇改善交付金 法人種類別申請率
(平成22年 6月 現在)(単位 :万 円 )

○推定組織率 (雇用者数に占める労働組合員数の割合)

協

賜

協

協

協

協

％

％

％

％

％

υ

０

０

０

０

０

０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

８

そ
の
他

１

地
方
公
共
団
体

生
協

農
協

Ｎ
Ｐ
Ｏ

営
利
法
人

社
団
・財
団

医
療
法
人

社
福
法
人

（社
協
）

社
福
法
人

（社
協
以
外
）

81%                81%

蘭

護
訪́
介

螺

　

，一

:訪
'間
入浴

介護
通所介護

認知症対応

型通所介護

グループ
ホーム

23.4 26.6 24.5 23.3 25.9

22.1 24.2 22.9 20.7 20.6

資料出所 :平成21年労働組合基礎調査、労働力調査 (平成21年6月 分 )



事業所ごとの離職率・事業所規模別の離職率

○ 離職率の分布には、離職率が「10%未満」の事業所と「30%以上」の事業所との二極イしが見られる。

○ 事業所規模局」で見ると、事業所の規模が大きくなるほど離職率が低くなる傾向が見られる。

事業所別離職率の分布 (平成21年 ) (%) 事業所規模別 (従業員数別)離職率

(%)
60.0

50,0

40.0

30,0

20.0

10.0

0.0

10%未満 10～ 15%15～ 20%20～25%25～ 30% 30%～ ～9人   10～
19人

30

,R只

20.6
施設介護職員等20.2

19.6

16.5

口′Jl中 」′ :嘔 ―       上 上 .D      ‐

9.8

25

20

15

10

20´V

49ノに

50-
99ノに

100ノに

以上

一 施設介護職員等

+訪 間介護員

(資料出所)(財 )介護労働安定センター「平成21年度介護労働実態調査」 注)離職率=(1年間の離職者数)÷ 労働者数
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事業所規模別の賃金の状況

基本的には、事業所規模が大きい方が、事業所の平均月収が高い傾向にある。

(万 円 ) 事業所規模別 (従業員数別)平均月収

24.0

23.0

22.0

21.0

20.0

19,0

18,0

17,0

16.0

15.0

14.0

～9人 10-
19ノに

20～

49人

50～

99人

100ノk

以上

全体平均

(18.47フラF弓 )

(資料出所)(財)介護労働安定センター「平成21年介護労働実態調査」
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人材育成の取組みのための方策 ～事業所規模別～
事業所規模 (従業員数)の大きな事業所であるほど、人材育成の取組のための方策を多<行つてい

る傾向がある。

(%) 人材育成の取組みのための方策 (複数回答)

地
域
の
同
業
他
社
と
協
力
、

ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
て
育
成

に
取
り
組
ん
で
い
る

自
治
体
や
業
界
団
体
が
主

催
す
る
教
育
・研
修
に
は

積
極
的
に
参
加
さ
せ
る

法
人
全
体
で
連
携
し
て

育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る

能
力
の
向
上
が
認
め
ら

れ
た
者
は
、
配
置
や
処

遇
に
反
映
し
て
い
る

職
員
に
後
輩
の
育
成

経
験
を
持
た
せ
て
い
る

採
用
時
の
教
育
・研
修

を
充
実
さ
せ
て
い
る

教
育

口
研
修

の
責
任
者

ま
た
は
担
当
部
署
を
決

め
て
い
る

教
育
口研
修
計
画
を

立
て
て
い
る

:Ⅲ 50-99人

(出典)

鷺100ノ｀́ψ

(財)介護労働安定センター

爾～4人  臨5～ 9人 10～ 19人 20-49人

「平成21年度介護労働実態調査」
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介護事業における事業所・法人規模

○ 介護事業所は、半数以上が従業員規模20人未満であるなど、小規模な事業所が多い。

○ 事業所ごとの法人規模も、小規模である場合が多い。

介護事業所の従業員規模

(平成21年 )

29。 8% 28.7%

震～4メ、    蘊5～ 9人     10～ 19人

20～ 49人  聯50～99人   100人～

_無回答

介護事業所における法人全体の

従業員規模 (平成21年度)(注 1)

1.7%

16.1%

轍-49人      爾50～ 99メ、    100～ 299人

300～ 499人 11500人 ～   無回答

(注 )単一事業所の場合の「100人以上」については、「100人

～299人 」の枠内に収まるものみなして、計上している。

【参考】介護事業所における法人

全体の従業員規模 (平成18年度)

(事業所を複数有している場合に限る)

■～9人
20人～29人
100人～299人

■500メ、～

饉10人 ～ 19人
■30人 ～99人
■300人 ～499人
璽無回答

(出典)(財 )介護労働安定センター 「平成21年度介護労働実態調査」
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